
特別法人事業譲与税の概要

区 分 内 容

１ 譲 与 団 体 都道府県

２ 譲 与 総 額 特別法人事業税（国税）の収入額の全額

※ 令和２年２月以後に都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入額を含む。

３ 譲 与 基 準 人口

※ 不交付団体に対する譲与制限あり(当初算出額の75％を控除(財源超過額を上限))。

４ 譲 与 時 期

５ 譲与税の使途

６

５月、８月、１１月、２月

条件・制限なし

２６，０１６億円R8地方財政計画

（参考）特別法人事業税（国税）の概要

区 分 内 容

１ 納 税 義 務 者 法人（法人事業税（所得割又は収入割）の納税義務者）

２ 課 税 客 体 基準法人所得割額又は基準法人収入割額

３ 課 税 方 式 申告納付

法人区分 標準税率 税率４ 課 税 標 準

２６０％及 び 税 率 資本金１億円超の普通法人 基準法人

３４．５％特別法人 所得割額

３７％資本金１億円以下の普通法人、公益法人等、

投資法人等

３０％電気供給業 、ガス供給業 基準法人※ （導管ガス供給業）、

保険業を営む法人 収入割額※次欄のものを除く

４０％電気供給業（小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給

を営む普通法人事業）

６２．５％ガス供給業（特定ガス供給業）

５ 適 用 期 日 令和元年１０月１日以後に開始する事業年度から適用。


